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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】第一の金属部材が第二の金属部材に接合されて
いる接合金属構造物の補修方法を提供する。
【解決手段】この方法は：A）第一の金属部材１２と第
二の金属部材１４の少なくとも一の中に金属片を収容す
るのに十分な形の穴２６を形成する工程、；B）金属片
２８を穴の中に挿入する工程；およびC）第一の金属部
材、第二の金属部材および金属片間の境界面で溶融を促
進させるのに十分な強さの電流を金属片に通し、第二の
金属部材に第一の金属部材を固定する工程を含む。ある
いは、：D）金属片を穴の近くに配置する工程；E）金属
片と接合金属構造物間でのアーク放電を促進するのに十
分な強さの電流を金属片に通す工程；およびF）金属片
を穴の中に入れて、第二の金属部材に第一の金属部材を
固定する工程を含んでもよい。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第一の金属部材が第二の金属部材に接合されている接合金属構造物を補修する方法であ
って：
　第一の金属部材と第二の金属部材のうちの少なくとも一つの中に金属片を収容するのに
十分な形に構成された穴を形成すること；
　前記金属片を前記穴の中に挿入すること；および
　第一の金属部材、第二の金属部材および前記金属片の間の境界面での溶融を促進するの
に十分な強さをの電流を前記金属片に通して、第一の金属部材を第二の金属部材に固定す
ること；
を含む前記方法。
【請求項２】
　前記金属片に前記電流を通したときに第一の金属部材と第二の金属部材が前記金属片に
ろう接するように、前記金属片を前記穴の中に挿入する前に前記金属片をろう材で被覆す
ることをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記穴を、打抜き、穿孔およびドリルのうちの一つによって形成することをさらに含む
、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記金属片の上に、スタッドとナットのうちの一つが設けられている、請求項１に記載
の方法。
【請求項５】
　前記穴は第一の金属部材を貫通して延びていて、また第二の金属部材を少なくとも部分
的に通るように延びている、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記穴は概ね先細になった形状に形成されていて、そして前記金属片はこれと相補的に
概ね先細になった形状を有する、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記金属片は概ね円柱状の形状を有する、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記金属片に肩状の部分を設けて、前記金属片を挿入する際に前記金属片が前記穴の中
で移動するのを制限することをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　第一および第二の金属部材のうちの少なくとも一つは、拘束層粘弾性積層物から形成さ
れている、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　第一の金属部材が第二の金属部材に接合されている接合金属構造物を補修する方法であ
って：
　第一の金属部材と第二の金属部材のうちの少なくとも一つの中に金属片を収容するのに
十分な形に構成された穴を形成すること；
　前記金属片を前記穴の近くに配置すること；
　前記金属片と接合金属構造物との間でアーク放電を促進させるのに十分な強さの電流を
前記金属片に通し、前記金属片の少なくとも一部を溶融させること；および
　少なくとも前記金属片の溶融された部分を前記穴の中に入れて、第一の金属部材を第二
の金属部材に固定すること；
を含む前記方法。
【請求項１１】
　前記金属片に前記電流を通したときに第一の金属部材と第二の金属部材が前記金属片に
ろう接するように、前記金属片をろう材で被覆することをさらに含む、請求項１０に記載
の方法。
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【請求項１２】
　前記金属片の上に、スタッドとナットのうちの一つが設けられている、請求項１０に記
載の方法。
【請求項１３】
　前記穴は概ね先細になった形状に形成されていて、そして前記金属片はこれと相補的に
概ね先細になった形状を有する、請求項１０に記載の方法。
【請求項１４】
　第一および第二の金属部材のうちの少なくとも一つは、拘束層粘弾性積層物から形成さ
れている、請求項１０に記載の方法。
【請求項１５】
　第一の金属部材が第二の金属部材に接合されている接合金属構造物を補修する方法であ
って：
　第一の金属部材と第二の金属部材のうちの少なくとも一つの中に金属片の少なくとも一
部を収容するのに十分な形に構成された穴を形成すること；および
　前記金属片を前記穴の中で固定すること；
を含む前記方法。
【請求項１６】
　前記金属片を前記穴の中で固定することは：
　前記金属片を前記穴の中に挿入すること；および
　前記金属片と第一の金属部材および第二の金属部材との間の境界面で溶融を促進させる
のに十分な強さの電流を前記金属片に通し、第一の金属部材を第二の金属部材に固定する
こと；
を含む、請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記金属片を前記穴の中で固定することは：
　前記金属片を前記穴の近くに配置すること；
　前記金属片と接合金属構造物との間でアーク放電を促進するのに十分な強さの電流を前
記金属片に通し、前記金属片の少なくとも一部を溶融させること；および
　前記金属片を前記穴の中に入れて、第一の金属部材を第二の金属部材に固定すること；
を含む、請求項１５に記載の方法。
【請求項１８】
　前記金属片をろう材で被覆することをさらに含む、請求項１５に記載の方法。
【請求項１９】
　前記穴は概ね先細になった形状に形成されていて、そして前記金属片はこれと相補的に
概ね先細になった形状を有する、請求項１７に記載の方法。
【請求項２０】
　前記第一の金属部材と第二の金属部材のうちの少なくとも一つは、拘束層粘弾性積層物
から形成されている、請求項１５に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は接合された金属構造物の補修方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　最新の自動車組み立て技術は、いわゆる高性能接着剤の使用を伴うことがある。これら
の接着剤は、ボディパネルやアンダーボディ支持構造物などの金属部材を接合または接着
するために用いることができる。接着剤の使用は、コストと機械的性能の観点からは有利
であるが、損傷したボディパネルを補修するときには問題を引き起こすかもしれない。補
修を行う施設は最初の装置製造業者が使用できるものと同じタイプの接着剤を備えていな
いかもしれず、それにより、ボディパネルと支持構造物の間の接合は最初の接合よりも弱
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くなるかもしれない。
【０００３】
　例えば、最初の装置製造業者によって用いられる多くの接着剤はベーキング工程を必要
とし、このとき接着剤の硬化を促進するために接着剤は所定の時間にわたって高温に晒さ
れる。補修施設は周囲空気温度で硬化する接着剤を使用するかもしれず、従って、その接
合強度は最初の装置製造業者による接合強度よりもかなり低くなるかもしれない。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従って、最初の装置製造業者の接着技術を利用できないときに金属部材の間に満足な接
合強度を与えるため、様々な方法が開発されている。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　発明の概要
　第一の金属部材が第二の金属部材に接合されている接合金属構造物の補修方法が提供さ
れる。その方法は次の工程を含む：A）第一の金属部材と第二の金属部材のうちの少なく
とも一つの中に、金属片（slug）を収容するのに十分な形に構成された穴を形成する工程
；B）金属片を穴の中に挿入する工程；およびC）金属片に電流を通し、このとき電流は第
一の金属部材、第二の金属部材および金属片の間の境界面における溶融を促進するのに十
分な強さであり、それにより第二の金属部材に対して第一の金属部材を固定する工程。
【０００６】
　この方法はさらに、金属片を穴の中に挿入する前にろう材で金属片を被覆し、金属片に
電流を通したときに第一の金属部材と第二の金属部材とが金属片にろう接されるようにす
る工程を含んでいてもよい。穴はドリル（drilling）、打抜き（punching）、穿孔（pier
cing）など当分野で知られている方法によって形成することができる。さらに、穴は第一
の金属部材を通じて延びていてもよく、また第二の金属部材を少なくとも部分的に通じて
延びていてもよい。さらに、穴は概ね先細になった形を有するように形成されてもよく、
そして金属片は相補的に概ね先細になった形を有していてもよい。あるいは、金属片は概
ね円柱状の形状でもよく、またその上に肩状の部分を有していてもよい。
【０００７】
　本発明の別の態様において、方法は次の工程を含んでいてもよい：A）第一の金属部材
と第二の金属部材のうちの少なくとも一つの中に、金属片を収容するのに十分な形に構成
された穴を形成する工程；B）金属片を穴の近くに配置する工程；C）金属片と接合金属構
造物との間でアーク放電を促進するのに十分な強さの電流を金属片に通し、それにより金
属片の少なくとも一部を溶融させる工程；およびD）少なくとも金属片の溶融された部分
を穴の中に入れて、それにより第二の金属部材に対して第一の金属部材を固定する工程。
【０００８】
　上の特徴と利点および本発明のその他の特徴と利点は、本発明を実施するための最良の
態様についての以下の詳細な説明と添付図面の関連から容易に明らかになる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　好ましい態様の説明
　図を参照する。幾つかの図に渡って、同様の参照符号は同様の要素または類似した要素
に相当する。接合された金属構造物が図１aに概略的に示されており、これは概して10で
示されている。接合金属構造物10は、第二の金属部材14に接着剤層16によって接合された
第一の金属部材12を含む。第一の金属部材12は、例えば自動車のボディパネルであり、第
二の金属部材14は、例えば支持部材のフランジである。第一および第二の金属部材は好ま
しくは鋼から形成される。
【００１０】
　図１bを参照する。図１ｂは図１aの接合金属構造物10の別の態様を示し、これは概して
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10Aで示されている。接合金属構造物10Aは、第二の金属部材14に接着剤層16によって接合
された第一の金属部材12Aを含む。第一の金属部材12Aは、拘束層粘弾性積層物（constrai
ned layer viscoelastic laminate）18から形成されている。拘束層粘弾性積層物18は、
第一および第二の金属層20および22のそれぞれを有している。粘弾性層24が第一および第
二の金属層20および22の間に設けられていて、これらと概ね同一の広がりをもつ。拘束層
粘弾性積層物18は優れた音波減衰性と振動減衰性を提供し、従って、産業界で広く用いら
れることを当業者であれば認識するであろう。
【００１１】
　ある点において、接合金属構造物10および10Aの使用寿命の間に第一の金属部材12、12A
が損傷し、第二の金属部材14から除去する必要が生じることが想定される。このことが起
きた場合、交換された接着剤層16は最初に用いられたものほどは強くないかもしれず、従
って、第一の金属部材12、12Aを第二の金属部材14に適切に固定するために、追加的の手
段をとる必要が生じるかもしれない。この補修を行う方法が図２aから図４bに例示的な形
で概説されている。
【００１２】
　図２aを参照すると、中に穴26を有する接合金属構造物10が示されている。穴26は第一
の金属部材12を貫通して延びていて、また第二の金属部材14の中に少なくとも部分的に延
びている。穴26はドリル、打抜き、穿孔、またはその他の当業者に知られる穴を形成する
方法によって形成することができる。穴26は金属片28を収容するのに十分な形に構成され
ている。金属片28は好ましくは金属から形成され、軸（シャフト）部分30とヘッド部分32
を有する。矢印34によって示すように、金属片28の軸部分30が穴26の中に挿入されるとき
、ヘッド部分32は第一の金属部材12に接し、それにより金属片28が接合金属構造物10内で
移動するのを制限する。
【００１３】
　金属片28が接合金属構造物10の中に据え付けたら、図２bに示すように、ヘッド部分32
に電極36を押しつける。電流が金属片28を通って流れるように、第二の金属部材14に接地
38を設ける。金属片28と第一および第二の金属部材12および14とによって形成される境界
面で加熱および局部的な溶融を生じさせるのに十分なレベルまたは強さで、金属片28に電
流を供給する。この局部的な溶融によって、40で示すように溶着部が形成され、それによ
り第一および第二の金属部材12および14は金属片28に固定または融着する。さらに、ヘッ
ド部分32が第一の金属部材12に固定または融着し、これにより、第一および第二の金属部
材12および14の分離に抗する付加手段が与えられる。金属片28にろう材の被覆を設けても
よく、それによって第一および第二の金属部材12および14を金属片28にろう接によって固
定することができる。ヘッド部分32は円形、正方形、長方形、十字形、楕円形などのいか
なる形状であってもよいことを当業者は認識するであろう。さらに、ヘッド部分32を、接
合を強化する目的で用いてもよい。例えば、ヘッド部分32を概ね楕円形に形成した場合、
接合金属構造物10が荷重を受ける方向に対して実質的に垂直に、楕円の主軸を配向させて
もよい。
【００１４】
　ここで図３aと図３bを参照すると、第一および第二の金属部材12および14を互いに固定
するための別の方法が示されている。図３aは、実質的に貫通して延びている穴26Aを有す
る図１aに示された接合金属構造物10を示している。穴26Aは金属片28Aを収容するのに十
分な形に構成されていて、上述したように、当業者に知られる任意の方法で形成すること
ができる。金属片28Aは好ましくは金属であり、接合金属構造物10と実質的に同じ厚さに
形成され、そして矢印42によって示すように、穴26Aの中に挿入される。
【００１５】
　金属片28Aが接合金属構造物10の中に据え付けたら、図３bに示すように、金属片28Aに
電極36を押しつける。金属片28Aと第一および第二の金属部材12および14とによって形成
される境界面で加熱と局部的な溶融を生じさせるのに十分なレベルまたは強さで、金属片
28Aに電流を供給する。この局部的な溶融によって、44で示されるように溶着部が形成さ
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れ、それにより第一および第二の金属部材12および14が金属片28Aに固定または融着する
。金属片28Aにろう材の被覆を設けて、第一および第二の金属部材12および14をろう接に
よって固定させてもよい。
【００１６】
　ここで図４aと図４bを参照すると、第一および第二の金属部材12および14を互いに固定
するための別の方法が示されている。図４aは、第一の金属部材12の中に形成され第二の
金属部材14の中に部分的に延びている穴26Bを有する図１aに示された接合金属構造物10を
示す。穴26Bは、相補的に概ね先細になった側壁48を有する金属片28Bを収容するのに十分
な形に構成された概ね先細になった側壁46を有する。上述したように、穴26Bは当業者に
知られる任意の方法で形成することができる。
【００１７】
　図４aに示すように、金属片28Bは穴26Bの近くに配置されるか、あるいは間隔が保たれ
る。金属片28Bと接合金属構造物10との間に破線50によって示される所望量のアーク放電
を誘導するのに十分な強さを有する電流が、電極36によって金属片28Bに供給される。ア
ーク放電によって金属片28Bと接合金属構造物10の両者において熱が発生し、それにより
局部的な溶融が生じる。次いで、金属片28Bを接合金属構造物10と接触して図４ｂに示す
溶着部５２を形成させるように移動させて、、第一および第二の金属部材12および14を金
属片28Bに固定または融着させる。金属片28Bにろう材の被覆を設けてもよく、それによっ
て金属片28Bを第一および第二の金属部材12および14にろう接によって固定させることが
できる。図４aにおいて穴26Bは概ね先細になった側壁46を有するように示されているが、
所望のアーク特性を与えるために穴26Bと金属片28Bについて他の形状も考えられることを
、当業者は認識するであろう。
【００１８】
　上で提示された接合方法についての記述は図１aに示される接合金属構造物10の補修を
説明しているが、本発明の方法は図１bの接合金属構造物10Aを補修するのにも同様に有効
であることに留意すべきである。すなわち、第一および第二の金属部材12および14の一方
または両方が、図１bの第一の金属部材12Aのような拘束層粘弾性積層物18から形成されて
いる場合も、本発明の方法を有効に用いることができる。本発明の方法は第一の金属部材
12、12Aを第二の金属部材14に対して固定するための有効な手段である。というのは、接
合金属構造物10に移動する熱は局所的であり、また短時間のものであり、従って、多くの
熱移動により接着剤層16が損傷する可能性が、かなり低いからである。
【００１９】
　金属片28、28Aおよび28Bは、強靭鋼（すなわち高炭素当量のもの）または低炭素鋼から
形成することができる。金属片28、28Aおよび28Bを強靭鋼から形成し、次いで、低炭素鋼
から形成された第一の金属部材12または12Aと第二の金属部材14に融着させる場合、得ら
れる溶着部の強度は増大するだろう。反対に、金属片28、28Aおよび28Bを低炭素鋼から形
成する場合、得られる溶着部の強度は炭素の希釈化により低下するだろう。これは、金属
片28、28Aおよび28Bを接合金属構造物10から「引き抜く（pull out）」故障モードを与え
るためには有利であるかもしれない。
【００２０】
　図５aは上にスタッド54を設けた金属片28を示す。スタッド54は金属片28と一体に形成
してもよいし、あるいはこれに据えつけてもよい。図５bは上にナット56を設けた金属片2
8を示す。ナット56は金属片28と一体に形成してもよいし、あるいはこれに据えつけても
よい。スタッド54とナット56は接合金属構造物10上の取付点または接続点として用いるこ
とができることを当業者は認識するであろう。さらに、スタッド54とナット56を金属片28
Aおよび28Bの上に設けてもよく、これも本発明の範囲内であることを、当業者は認識する
であろう。
【００２１】
　本発明を実施するための最良の態様を詳細に説明したが、本発明に関連する技術に精通
する当業者であれば、本発明を実施するための様々な別の設計や態様を、添付した特許請
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求の範囲内で理解するであろう。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】図１aは、第二の金属部材に接着によって接合した第一の金属部材を示す接合金
属構造物の概略断面図である。図１bは図１aの接合金属構造物の別の態様の概略断面図で
あり、拘束層粘弾性積層物から形成される第一の金属部材を示す。
【図２】図２aは図１aの接合金属構造物の概略断面図であり、接合金属構造物の中に穴を
形成し、その中に金属片を挿入する工程を図式的に説明している。図２bは図１aの接合金
属構造物の概略断面図であり、金属片を接合金属構造物に接合させるのに十分な強さの電
流を金属片に通す工程を図式的に説明している。
【図３】図３aは図１aの接合金属構造物の概略断面図であり、接合金属構造物の中に穴を
形成し、その中に金属片を挿入する工程を図式的に説明している。図３bは図１aの接合金
属構造物の概略断面図であり、金属片を接合金属構造物に接合させるために図３aの金属
片に電流を通す工程を図式的に説明している。
【図４】図４aは図１aの接合金属構造物の概略断面図であり、概ね先細になった穴を形成
し、そして概ね先細になった金属片に電流を通して金属片と接合金属構造物との間にアー
ク放電を生じさせる工程を図式的に説明している。図４bは図１aの接合金属構造物の概略
断面図であり、図４aの金属片を穴の中に入れて金属片を接合金属構造物に接合させる工
程を図式的に説明している。
【図５】図５aは上にスタッドを設けた図２aの金属片の概略部分断面図である。図５bは
上にナットを設けた図２aの金属片の概略断面図である。

【図１】 【図２】
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